
指定保育士養成施設

（児童福祉法第18条の６第１号）

・H22年度資格取得者：34,961人
・累計（H22年度末）：1,492,327人

（大学）

２３０か所（２２３か所）

（短期大学）

２５０か所（２５８か所）

（専修学校）

１０５か所（１０３か所）

（その他の施設）

２か所（２か所）

計５８７か所

【H23.4.1現在、（ ）内は前年】

保育士試験

（児童福祉法第18条の６第２号）

・H22年度全科目合格者数：5,324人
・累計（H22年度末）：353,105人

大学（短大を
含む）に２年
以上在学、62
単位以上取
得者等

児童福祉施設
等における実
務経験２年以
上

児童福祉施設
等における実
務経験５年以
上

高等学校卒業者、若しくはそれと同等の資格を有する者等

中学校卒業者

保育士登録

（児童福祉法第18条の18第１項）

※登録者数：1,068,838人（H23.4.1現在）

保育士

（児童福祉法第18条の４）

学士

短期大学士

その他（高専、
専修学校等）

※赤枠は一種免許状の基礎資格案
※緑枠、青枠は二種免許状の基礎資格案

※中学校のみ卒業している者については、免許法第５条第１項第２号により免許状授与の資格を有しない

保育士資格取得方法
資料３（別紙２）
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